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  【定例役員会開催】 

6 月 9 日（金）午後 7 時より令和 5 年度第 3 回の定例役員 

会が開催されました。参加者は、各地区の理事、専門部と併 

せて 25 名でした。阿部町会長は体調不良で欠席したため、 

高橋副会長の議事進行により開催しました。議題は１、清掃 

局担当者によるゴミ出しに関する説明 2、夏祭りの開催に 

ついて 3、その他でした。１、については前回の役員会にお 

いてゴミ出しがルール通りでなく困っているとの質問があっ 

たので清掃局より担当者に来ていただき対応策を説明して 

いただきました。関連記事がありますので参照してください。 

2、については盆踊りを 8月 26日、27 日に行う予定とし、予算

などは祭典委員会を立ち上げて決めることにして、8 時過ぎに

終了しました。 

次回の定例役員会は 7 月 10 日(月)の予定です。 

 

 

【本所防犯協会総会】 

  5月 6 日、本所警察署にて本所防犯協会 76 期定期総会が 

 行われました。各町会から、60名以上の方が出席され、令 

和４年度決算・収支報告、並びに令和５年度事業計画・収 

支予定表の報告が、ありまし 

た。またコロナの最中は、振 

り込め詐欺や特集詐欺の件数 

が、少し落ち着いておりまし 

たが、コロナの落ち着きとと 

もに、特殊詐欺が増加してい 

るそうです。皆さん、充分に 

気を付けてくださいとのこと 

でした。（防犯部長） 

 

5 月 11 日元徳稲荷神社御鎮座 350 年記念祝賀会にご出席され

た香川彩花さんをご紹介します。香川彩花さんは 2021 年 9 月に

第 21 代すみだ親善大使に就任されました。すみだ親善大使は香

川彩花さんのほかに 2 人いらっしゃいます。任期は原則 1 年間

ですがコロナがあったので、今年の 9月まで勤められます。 

 香川彩花さんは立川三丁目で育ち中和小学校を卒業された地

元の女性です。6 月 3 日香川彩花さんにお話を伺いました。 

質問 どうして親善大使になってみたいと思ったのですか？  

答え 墨田区が好きなのです。 

質問 印象に残ったイベントは/? 

答え すみだまつりです。それから区長と一緒に出席した小村

井の梅まつりが印象に残っています。 

質問 元徳稲荷神社の祝賀会はどう思いましたか？ 

答え 楽しかったです。 

質問 どんな苦労がありましたか？ 

答え 司会は緊張しながらやっています。 

質問 これからやってみたいことは? 

答え イベントを知ることができました。これからはイベント

に遊びに行ってみたいです。 

広報部より 香川彩花さん、お話ありがとうございました。  

すみだ親善大使 香川彩花さん 

☆クリーンキャンペーンのお礼☆ 

  山本墨田区長より町会あてのクリーンキャンペーンのお 

礼状をいただきました。内容は次の通りです。「さて、この 

度はクリーンキャンペーンに御参加いただき、誠にありが 

とうございました。お陰様をもちまして、38 回目を迎える 

クリーンキャンペーンを盛大に催すことができました。こ 

れもひとえに、皆様方の御協力の賜物と厚く御礼申し上げ 

ます。今年度は貴団体をはじめ、全体で 255 団体、延べ 

13,178 人の方々に御参加いただきました。」 

  【7月行事等予定】 

7 月 5 日（水）19 時     太鼓練習 毎週水曜日 

  7月 8 日（土）9 時      資源回収 

  7月 8 日（土）12 時     長寿会 

  7月 10 日（月）19 時     定例役員会 

  7月 21 日（金）6 時半    ラジオ体操会 

   ～31 日（月） 

  7月 28 日（金）19 時     幹部役員会 

                 

   

【清掃局担当者による不法ゴミ出し事案と対応策の説明】 

四つの典型的な事案とその対応策 

⑴ マンションや集合住宅の住民が引っ越す際に粗大ごみを町会の

ゴミ集積所に置いていく。 

対応策：度重なる場合はその地区をパトロール重点地区として対応

し、管理会社などに指導を行う。 

⑵ 指定日以外の日にごみを出す（ポイ捨て等も含む）。 

対応策：警告看板を設置して注意を促す。悪質な物はごみ袋に印や日

付をつけ、又は、袋の中身を確認し、出所を特定し指導する。 

⑶ 分別していない。 

対応策：「分別ごみ」シールを貼り注意を促す。悪質な物については⑵

と同じ対応策を取り指導します。 

⑷ 集積所以外の場所に捨てられたゴミの処理について。 

対応策：私有地・私道・住宅敷地内などは勝手に処分できないので所

有者、管理者、国、都、区の責任において処理をお願いしま

す。 

以上、主だった事例をあげましたが、いずれも個人で対応するのは難

しいので、何かあった場合は保健衛生部にお問い合わせください。 

 

☆消防操法審査会に出席しました☆ 

6 月 11 日、本所消防団の消防操法審査会に出席しました。 

審査会は横川１丁目の日本たばこ産業の敷地内で実施され 

ました。第１分団から第 8 分団までのポンプの操法が披露 

されました。立川、菊川、緑地区は第 

6 分団です。各分団から 6 名の隊員が 

代表で参加されました。優勝、準優勝、 

第 3 位まで表彰されました。第 6 分団 

は残念ながら入賞を逸しました。本所 

消防団の分団員数は合計 238 人で女性 

は 40 人在籍しています。女性の活躍が 

印象に残りました。 

 


